
宗教法人運営のための
法律入門

宗教法人の管理運営　3　　
『亡き人と共に生きる』

作成・監修 弁護士　長谷川正浩

１．責任役員の職務権限についての制限
　責任役員の職務権限は、宗教法人の事務を決定することでした（宗教法人法第１８条４項）。しかし、
この責任役員の事務決定権には、次のような制限があります。
(1)　事務の決定機関であるという本質に反する規則の定めを行ってはならないこと
　事務決定権は、法人規則の定めるところによるとされています（宗教法人法第１８条４項）。しかし、
規則でどのように定めてもよいというわけではありません。法人規則の定めは、責任役員が事務一般
の決定機関である、という本質に反するものであってはなりません。従って、特定の事務を他の機関に
決定させたり、特定の事務に関する決定権を責任役員から奪ってしまったり、決定する範囲を狭める
ようなことはできません。但し、事務決定にあたって、他の議決機関（例えば、宗議会、総代会、信者総会
等）の議決を経る必要があったり、諮問機関の意見を予めきかなければならないとか、日常の事務の
決定を代表機関に委任することなどは認められています。
(2)　特別の利害関係がある事項については議決権行使ができないこと
　責任役員は、自分と特別の利害関係がある事項については、議決権を行使することができません
（宗教法人法第２１条２項）。例えば、宗教法人が責任役員と売買契約を締結したり、宗教法人が責任
役員に金銭や土地を無償で貸し付けたりする議決には、参加できません。宗教法人が責任役員の債務
を保証したりして、宗教法人に直接間接に不利益を与えたり、責任役員に利益を与える可能性をもつ
取引や行為も同様です。 このような場合に仮責任役員を選任することになります。仮責任役員につい
ては、あとで説明します。
２．責任役員の責任
　責任役員には２つの責任があります。宗教法人に対する責任と、第三者に対する責任です。
(1)　宗教法人に対する責任－契約責任
　責任役員と宗教法人の法律関係は、委任という契約関係です。従って、委任契約上の「善良な管理者
の注意」をもって処理をするという義務が生じます。「善良な管理者の注意」とは、民事上の過失責任
の前提となる注意義務の程度を示す概念で、宗教法人の責任役員たる地位から考えて、通常要求され
る程度の注意のことをいい、「善管注意」とか「善管注意義務」ともいわれています。これに違背したり、
これを怠ると債務不履行として宗教法人に対して損害賠償義務が生じます（民法第４１５条）。代表役
員が不適切な処理をしたために損害が宗教法人に生じたとき、その事項に賛成の議決をした責任役
員は、善良な管理者の注意義務を尽くさなかったとして、その宗教法人に対して債務不履行の責任を
負うというわけです。従って、反対ならば反対であることを議事録に記載しておくことが望まれます。
(2)　第三者に対する責任－不法行為責任
　責任役員の第三者に対する責任とは、不法行為責任のことです。代表役員がその職務において不法
行為をしたときは、宗教法人が第三者に責任を負います（宗教法人法第１１条１項）。責任役員が、その
事項に賛成しても第三者に対しては直接関係をもちませんから責任を負うことはありません。しか
し、代表役員が職務外の事項について不法行為をした場合には、その事項に賛成の決議をした責任役
員が共同不法行為者として代表役員と連帯責任を負うことになります（宗教法人法第１１条２項）。
従って、この点からも反対なら反対と議事録に明記しておくことが後日のためによいでしょう。
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大河内　大博（おおこうち　だいはく）　浄土宗　願生寺
著書：『今、この身で生きる』（ワニブックス）他。2009年第1回浄土宗平和賞、2013年第37回正力松太郎賞青年奨励賞受賞。

プロフィール

　私たちの人生に起こる様々な辛いことのうち、愛する人との別れは、最も辛い
出来事の一つと言えましょう。平穏無事だった日常、当たり前にあった生活が崩
れ、想定されていた明日の世界が一変する苦しみを、お釈迦さまも「愛別離苦」と
して人間の根本苦と説きました。
　私はそうした死別の悲しみのなかにある方々のサポート活動をさせていただ
いてきました。「親を亡くすことは自身の過去を喪うこと、伴侶を亡くすことは自
身の現在を喪うこと、子どもを亡くすことは自身の未来を喪うこと」という言葉
があります。二人称の死は、愛するが故に自分自身の一部を奪い去られる1.5人称
の死として、私たちに迫ってきます。
　私たちはその悲しみ、痛みにどのように向き合うのでしょうか。私が活動のな
かで、大切な方を亡くされた方々から教えていただいたことは、向き合うことそ
のものは、方法ではなく、“生き方”である、ということでした。つまり、大切な人が
自分の前からいなくなってしまった人生をどう生きるのか、という“生き方”のな
かに、死別の痛みとの共存が拓けていくということでした。そして、多くの方が、
その痛みのなかで、“亡き人と共に生きる”生き方を大切にされていることに気づ
かされました。大切な人の死は、遺された者に亡き人を忘れ去ることを迫ってく
るものではなく、今なお続く”絆“のなかで、亡き人との共生という人生観をゆっ
くりと育む力が私たち一人ひとりにあることに気づかせてくれるのです。
　1985年御巣鷹山に墜落した事故のご遺族である美谷島邦子さんは、事故から
25年目に出版された手記のなかで「私は、悲しみは乗り越えるのではないと思っ
ている。亡き人を思う苦しみが、かき消せない炎のようにあるからこそ、亡き人と
共に生きていけるのだと思う。」と述懐されています。悲しみや苦しみは、消し去
るものでも、乗り越えるものではなく、抱えながら生きてゆき、亡き人と共に生
き、その後の人生の重要な価値観へと転換していく生き方を教えてくれます。
　この生き方は、仏教にも通じるものです。法華経のなかに「常に悲感を懐いて心
ついに醒悟す」という一説があります。人生のなかには悲しく辛いことが次々と
やってきます。時に、打ちひしがれ、立ち上がることなど想像もでき
ない時もあるかもしれません。ですが、その深い悲しみを否定する
のではなく、大切に胸に抱き、悲しみのままに生きる生き方を通し
て、他者への慈しみともなってゆく。その自分を支え、見護り、背中
を押してくれるのは、他でもない、先だった大切な亡き人であると
いう、亡き人と共に生きることの大切さを私たちに教えてくれるの
ではないでしょうか。
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※迷いからさめて、悟ること
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